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名勝白山公園保存活用計画策定支援業務委託 

公募型プロポーザル方式による業者選定実施要領 

 

１ 趣旨 

  この要領は、新潟市が実施する名勝白山公園保存活用計画策定を支援する業務の委託 

に際し、公募型プロポーザル方式により、優れた提案及び能力を有し最も適格と判断

される業者を選定するために必要な事項を定めるものです。 

 

２ 業務概要 

（１）業務名 名勝白山公園保存活用計画策定支援業務 

（２）業務内容「名勝白山公園保存活用計画策定支援業務委託仕様書」のとおり 

（３）委託期間 

業務の実施は令和８年度と令和９年度の２か年度で実施しますが、委託期間は年度

で区切り、令和８年度の委託期間は、契約締結の日から令和９年３月１９日(金)まで

とします。 

  令和９年度の業務委託については、令和８年度の事業内容や成果等を勘案の上、予

算の範囲内で決定します。 

（４）履行場所 

  新潟市中央区一番堀通町１番２他地内 

（５）提案上限額 

令和８年度上限金額６，０００千円（消費税及び地方消費税含む） 

 

３ プロポーザル参加資格要件 

 次に掲げる条件をすべて満たしているものとします。 

（１）予定管理技術者は、１級建築士又は技術士（建設部門：都市及び地方計画分野に限

る）の資格を有し、技術士法による登録を行っている者であること。 

（２）平成２８年４月１日から令和８年３月３１日までの間において、別表１に掲げる同

種又は類似業務で１件以上の元請実績を有すること。 

（３）前記（２）の実績に関する主体的な実務経験を有する技術者を、本業務の担当技術

者として１名以上配置できること。 
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４ 参加の制限 

 以下に該当する企業等は参加することができません。 

（１） 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第１項の規定によ

り市における一般競争入札に参加できないもの。 

（２） 県・市民税、法人税、消費税及び地方消費税を滞納しているもの。 

（３） 社会保険料を滞納しているもの。 

（４） 以下に該当する者が役員のもの 

①法律行為を行う能力を有しない者。 

②破産者で復権を得ない者。 

③拘禁刑以上の刑に処せられている者。または、拘禁刑以上の刑の言い渡しを受け、 

 その執行猶予中の者。 

（５） 以下の暴力団等に該当又は関わりのあるもの  

①暴力団  

（新潟市暴力団排除条例第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ） 

②暴力団員 

   （新潟市暴力団排除条例第２条第３号に規定する暴力団員をいう。以下同じ） 

  ③役員等 

（法人である場合は役員又は支店若しくは営業所の代表者その他これらと同等の責

任を有する者をいい、法人以外の団体である場合は代表者、理事その他これらと

同等の責任を有する者をいう。）が暴力団員であるもの。  

④ 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与しているもの  

⑤自己、その属する法人その他の団体若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第

三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用しているもの。 

⑥ 暴力団又は暴力団員に対して資金を提供し、又は便宜を供与するなど直接的又は

積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与しているもの。  

⑦ その他暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有するもの。  

（６） 政治団体（政治資金規正法（昭和２３年法律第１９４号）第３条の規定によるも

の）  

（７） 宗教団体（宗教法人法（昭和２６年法律第１２６号）第２条の規定によるもの）  

（８） 会社更生法、民事再生法の規定による更生手続開始又は再生手続開始の申立てが

なされている者 

（９） 「名勝白山公園保存活用計画策定支援業務委託業者選定委員会」（以下「選定委

員会」という。）の委員及びその関係者 

（１０）選定委員会の委員及びその関係者が主宰する組織、または役員・顧問として実質

的に関係する組織、研究室に所属するもの。 
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５ プロポーザル実施スケジュール 

申請書類等交付 令和８年５月１９日（火） 

参加表明書提出期限 令和８年５月２９日（金） 

質問書提出期限 令和８年５月２９日（金） 

質問書回答期限 令和８年６月 ５日（金） 

企画提案書提出期間 令和８年６月 ８日（月）～令和８年６月１９日（金） 

選定委員会 

（プレゼンテーション） 
令和８年７月７日（火） 

選定結果公表（予定） 令和８年７月１０日（金） 

 

６ 説明会及び現場見学会 

プロポーザル実施等に関する説明会及び現場見学会は開催しません。 

 

７ 参加表明の手続き等 

 本プロポーザルに参加する意思のある者は、次により参加表明書を提出してください。 

 なお、５に記載する提出期間内に参加表明書等を提出しない者は、本プロポーザルに参

加することはできません。 

（１）提出書類及び部数 

  「参加表明書（様式１）」 １部 

（２）提出期限 

  令和８年５月２９日（金）午後５時まで 

（３）提出場所 

  新潟市中央区役所建設課まちづくり係 

  〒９５１－８５５３ 

  新潟市中央区西堀通６番町８６６番地 ＮＥＸＴ２１ ５階 

  電話：０２５－２２３－７４１０  担当者：三膳（ミヨシ） 

  電子メールアドレス：kensetsu.c@city.niigata.lg.jp 

（４）提出方法 

  持参、郵送又は電子メールとします。 

①持参の場合は、各日午前９時から午後５時までに持参してください。 

②郵送の場合は、簡易書留郵便（宅配便可）で提出期限必着とします。 

③電子メールの場合は、原本をＰＤＦデータ化し、（３）の電子メールアドレス宛に

送付してください。 

   なお、その場合は送付後に中央区役所建設課に電話で到着を確認し、原本は後日

持参又は郵送してください。 
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８ 企画提案書の作成及び提出 

 企画提案書は、次により作成し提出してください。 

（１）提出書類の内容と部数 

  以下に示す提出物を必要部数作成のうえ、提出してください。 

提出物の名称 様式 提出部数 

企
画
提
案
書 

提案書提出届 様式４ 正本１部 

企業等の概要 様式５－１ 

１０部 

企業等の代表実績（同種又は類似業務） 様式５－２ 

業務実施体制 様式５－３ 

予定技術者の略歴等 様式５－４ 

業務工程表 

令和８年度と令和９年度の工程表について年度ごとに作成 
様式任意 

業務実施方針 

・過去の業務実績、経験を踏まえ、本計画を策定するうえ

での基本的な考え方、特に重視する配慮等を具体的に記載 

様式任意 

A4 2 枚以内 

業務の実施方法 

・本計画を策定するうえでの具体的な業務の実施方法 

様式任意 

A4 2 枚以内 

見積書 

・会議の委員の報償費、費用弁償（旅費）は、今回の見積

には含めない。年度毎の内訳を明記すること。 

様式５－５ 正本１部 

積算内訳 様式任意 正本１部 

提出書類一式のＰＤＦデータ（ＣＤ－Ｒ）  1 枚 

そ
の
他
※ 

・登記事項証明書（提出月の 3 カ月前以降に証明されたもの。写しでも可） 

・直前 1 事業年度の決算報告書 

・県・市民税、法人税、消費税及び地方消費税の各納税証明書又は各税について現在未

納がない旨の証明書（過去１カ年） 

・社会保険料の納付を証明する書類（過去１カ年） 

暴力団等の排除に関する契約書兼同意書 様式５－６ １部 

  ※その他については、新潟市契約規則第６条に規定する有資格者名簿に登載している

企業等は提出不要 

（２）提出書類の作成方法 

①提出書類は、Ａ４版で縦型・横書きを基本とします。 

②提案書提出届・見積書・積算内訳を除く提出書類一式は、左側に２穴パンチで穴を

開け、着脱可能なファイルで綴じてください。 

（３）提出期間 

  令和８年６月８日（月）から１９日（金）午後５時まで 

（４）提出場所 

  新潟市中央区役所建設課まちづくり係 

  〒９５１－８５５３ 

  新潟市中央区西堀通６番町８６６番地 ＮＥＸＴ２１ ５階 

  担当者：三膳（ミヨシ） 
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（５）提出方法 

  持参又は郵送とします。 

①持参の場合は、新潟市の閉庁日を除く各日午前９時から午後５時までに持参してく

ださい。 

②郵送の場合は、簡易書留郵便（宅配便可）で提出期限必着とします。 

 

９ 提出書類に係る留意事項 

（１）提出書類の返却、差し替え、記載内容の変更及び取り消しは認めません。内容を十

分精査したうえで提出してください。 

（２）提案は１者につき１案とし、２案以上の提案は認めません。 

（３）提出された書類について、新潟市から問い合わせをする場合があります。 

（４）指定した書類以外は受理しません。 

（５）本業務の実施に当たって、他の者の協力を得る場合又は学識経験者の援助を受ける

場合は、その旨を様式５－３に明記してください。 

 

１０ 提出書類の取り扱い 

（１） 提案書提出期限後において、記載された内容の追加及び変更は認めません。  

（２） 提案書に記載した予定管理技術者は、本業務に係る全ての契約が終了するまで原

則として変更できません。ただし、病休、死亡、退職等のやむを得ない理由により変

更を行なう場合には、同等以上の能力を有する技術者とし、新潟市の了解を得なけれ

ばなりません。  

（３） 提出された全ての提案書は返却しません。  

（４） 提出された提案書は複製を作成する場合があります。  

（５） 提出された提案書は、企業秘密を含む場合があることから、提案者から了解を得

ない限り公開しないものとします。 

 

１１ 企画提案書作成に関する質問及び回答 

 企画提案書作成に関する質問は、次の方法で提出してください。 

（１）質問書の提出方法 

  質問は「質問書（様式３）」により、質問箇所及び内容をわかりやすく記載し、電

子メールにより提出してください。 

  他の方法による質問書は一切受け付けません。 

  なお、この質問ができる者は「参加表明書（様式１）」を提出した者のみとなります。 

（２）提出期間 

  令和８年５月２９日（金）午後５時まで 

（３）提出先の電子メールアドレス 

  kensetsu.c@city.niigata.lg.jp 
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（４） 質問書の回答 

   質問に対する回答は、令和８年６月５日（金）までに、参加表明書を提出した全員

に電子メールまたはＦＡＸで送信します。なお、質問に対する回答は本要領の追加ま

たは修正とみなします。  

 

１２ 委託業者の選定 

（１）選定委員会 

  ①本要領に従い、選定委員会は、各提案者提出の提案書に基づく書類審査及びプレゼ

ンテーション審査により最優秀提案者を選定する。 

②選定委員会は非公開とし、開催日時等の詳細は別途通知する。 

③提案者が１者であっても審査を行い、市が求める目的に沿ったものであると判断し

た場合は、その者を最優秀提案者とする。 

（２）評価基準 

   選定（ヒアリング・プレゼンテーション）は、選定委員会が定める別表２「評価項

目及び評価基準」の項目及び配点により評価し、その評価点が最も上位の者を最優秀

提案者、次に上位の者を次点者として選定する。 

（３）選定結果の通知 

選定結果については、すべての提案者に電子メールにより通知するほか、令和８年

７月１０日（金）を目処に新潟市ホームページに掲載する。なお、最優秀提案者を除

く各提案者の情報（社名、提案内容等）、得点、順位等は非公開とし、審査内容及び

順位等の問い合わせについては、一切受け付けないものとする。 

    

１３ プレゼンテーション・ヒアリング 

 プレゼンテーション及びヒアリングは、提案内容の確認や不明点を把握するため次のと

おり開催します。 

（１）日時、場所 

  令和８年７月７日（火）新潟市が指定する時間、場所 

  なお、時間、場所、その他の留意事項については、別途電子メールにより通知しま

す。 

（２）参加人数 

  １提案者につき３名以内とします。 

  プレゼンテーションの順番は、企画提案書の受付順とします。 

（３）説明時間 

  説明２０分、質疑応答１０分の計３０分以内を標準とします。 

  なお、機器の設置は説明時間に含みます。 

（４）説明内容 

①プレゼンテーション時の説明に際しては、提出した企画提案書のみを使用すること

とします。なお、企画提案書を拡大したパネル又はプロジェクター等を使用し拡大映

像での説明も可能とします。 

②提出した企画提案書以外の資料を使用した場合、失格とします。 
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（５）その他 

①拡大映像で説明する際のパソコン等は、各提案者で用意してください。スクリーン

及びプロジェクターについては事務局で用意しますが、機材の不具合・故障等による

説明時間の延長及び説明のやり直しは認めません。 

②交通機関の事故等真にやむを得ない理由がある場合は、速やかに担当課に連絡して

ください。 

 

１４ 失格及び無効提案 

（１）失格事項 

  次に掲げる参加表明者は失格とします。 

①参加表明書の提出後、期限までに辞退届を提出せず、審査に必要な提出書類を提出

しなかった者 

②プレゼンテーションの実施にあたり、指定時刻までに参集しなかった者 

③参加表明書を提出した日から選定委員会において選考が終了するまでの間に、選定

委員会の委員に対し、直接、間接を問わず連絡を求めた者 

④前記２（５）の提案上限額を超える見積金額を提案した者 

（２）無効提案 

  次に該当する提案は無効とします。 

①前記４に該当する者が行った提案 

②提出書類に虚偽の記載をした者 

 

１５ プロポーザルの辞退 

 参加表明書を提出した者が、本プロポーザルを辞退する場合は、令和８年６月５日（金）

正午までに「辞退届（様式２）」を提出してください。 

 

１６ 業務の委託 

（１） 業務の委託 

① 選定委員会で選定された最優秀提案者に対し、当該業務委託契約の第１位交渉権が

与えられます。  

② 市長は、第１位交渉権を与えられた者と委託契約の締結交渉を行ない、合意した場

合は契約を締結します。 

③ 第１位交渉権を与えられた者との締結交渉の結果、合意に至らなかった場合、若し

くは、第１位交渉権を与えられた者の本提案における失格事項または不正と認めら

れる行為が判明した場合は、次順位以降の者を繰り上げて、その者と協議します。  

④ 契約手続きは、新潟市契約規則の規定に定めるところによります。  

⑤ 契約書には、提案内容と合意内容に基づいて作成した仕様書を添付します。  

⑥ 新潟市は、契約締結後においても受託者が本提案における失格事項または不正と認

められる行為が判明した場合は、契約の解除ができるものとします。  

（２） 契約書  

新潟市契約規則の規定に定めるところによります。 
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１７ 資料の閲覧 

  企画提案を行うにあたり、以下の資料を閲覧できます。なお、閲覧を希望する者は、

事前に閲覧の申し込みを行ってください。なお、申し込みを行わない場合は、閲覧で

きない場合があります。 

資料名 ・標準事業計画書 

・工程表 

・写真 

・図面 

閲覧場所 書類送付先・問い合わせ先等と同じ 

閲覧期間 令和８年６月５日(金）までの土曜日、日曜日及び休日を除く午前９時から 

午後５時まで 

 

１８ その他 

（１）言語、通貨及び単位 

  本プロポーザルにおいて使用する言語は日本語、通貨は日本円、単位は日本の標準

時及び計量法によるものとします。 

（２）費用 

①提案者の参加に要する費用は、提案者の負担とします。 

②提出書類の作成その他本プロポーザルに関して発生する一切の費用は、提案者の負

担とします。 

（３）本プロポーザルに虚偽の記載をしたときは、当該提出書類を無効とするとともに、

新潟市はその者に対して指名停止を行うことができるものとします。 

 

１９ 附 則 

 この要領は、令和８年５月１８日から施行し、業者選定後、委託契約を締結した日の翌

日をもってその効力を失います。 

 

２０ 書類送付先・問い合わせ先等 

  新潟市中央区役所建設課まちづくり係 

  〒９５１－８５５３ 

  新潟市中央区西堀通６番町８６６番地 ＮＥＸＴ２１ ５階 

  担当者：三膳（ミヨシ） 

  電話：０２５－２２３－７４１０ 

  電子メールアドレス：kensetsu.c@city.niigata.lg.jp 
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別表１ 「同種又は類似業務」の区分と対象 

 

区分 対象となる文化財 対象となる業務 

同 

種 

業 

務 

国又は地方公

共団体が文化

財として指定

した 

建造物 

 

①調査又は保存に係る検討業務（その支

援業務を含む） 

②保存管理・整備活用に係る計画や基本

構想の策定業務（その支援業務を含

む） 

③保存整備又は保存修理に係る設計監理

業務 

類 

似 

業 

務 

指定・登録の

有無は問わな

い 

建造物 
①調査又は保存に係る検討業務（その支

援業務を含む） 

②保存管理・整備活用に係る計画や基本

構想の策定業務（その支援業務を含

む） 

③整備又は修理に係る設計監理業務 

名勝 

史跡 

伝統的建造物群 

文化的景観 

 

別表２ 評価項目及び評価基準 

  

評価項目 評価基準 配点 

業務実績 業務実績の充実 10 

企画提案内容 業務内容の理解度 50 

地域性の理解度 

実施方針の的確性 

業務実施に際しての独創性 

業務実施に際しての実現性 

ヒアリング 取組意欲 20 

コミュニケーション能力 

配置予定技術者の

技術力と実施体制 資格要件（取得資格） 
30 

専門技術力（経験年数、同種・類似業務の実績） 

専任性（手持業務量） 

実施体制の的確性（予定技術者の動員計画） 

見積金額 10 

合計 120 

 


